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令和3年3月9日 

都道府県医師会 

担当理事 殿 

公益社団法人 日本医師会 

常 任 理 事 神村 裕子

電離放射線健康診断結果報告書様式の改正について（周知依頼） 

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素、本会会務にご協力賜り、

厚く御礼申し上げます。 

 この度、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課より、本会宛に件名の周知依

頼がありました。 

電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令（令和2年厚生労働省令第82号。）

が令和3年4月1日に施行され、電離放射線健康診断結果報告書が新様式に改正されま

す。 

つきましては、本件の主旨をご理解の上、貴会会員ならびに貴会関係郡市区医師会

等への本件の周知方について、特段のご高配を賜わりますようお願い申し上げます。 

なお、新様式のダウンロード接続先、提出および電子申請にあたっての注意事項は

下記の通りです。 

記 

1. 電離放射線健康診断結果報告書（新様式）のダウンロード接続先

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/18-07-download.html 

2. 提出にあたっての注意

電離放射線健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に、令和3年4月1日（木）以

降に提出する場合は、電離放射線健康診断実施日が令和3年3月31日以前であっても、

新様式を使用する必要があります。 

3. 電子申請にあたっての注意

現行の様式により電子申請する場合は、令和3年3月25日（木）までに申請すること。

（電離放射線健康診断結果報告書の e-Gov 電子申請停期間：令和3年3月26日（金）

～4月2日（金）） 

（令和3年3月26日以降に現行の様式で提出する場合は、同年3月31日（水）までに郵

送等により提出すること。） 

以上 

（公印省略） 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/18-07-download.html
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令和３年３月４日 

 

 

 公益社団法人日本医師会 御中 

 

                             厚生労働省労働基準局 

安全衛生部労働衛生課 

 

電離放射線健康診断結果報告書様式の改正について 

 

 労働衛生行政の運営につきましては、日頃から格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令（令和２年厚生労働省令第 82 号。）

が令和３年４月１日に施行され、電離放射線健康診断結果報告書が別添の様式（新様式）に改

正されます。 

 つきましては、電離放射線健康診断結果報告書の提出に関する下記事項についてご了知い

ただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 新様式のダウンロード 

電離放射線健康診断結果報告書の新様式は、厚生労働省ホームページからダウンロード

することができます。 

  https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/18-07-download.html 

 

２ 令和３年４月１日以降は新様式でご提出ください 

令和３年４月１日（木）以降に電離放射線健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長

に提出する場合は、電離放射線健康診断実施日が令和３年３月３１日以前であっても、新

様式を使用していただく必要があります。 

 

３ 令和３年３月２６日から同年４月２日まで電子申請を停止します 

  令和３年３月２６日（金）から同年４月２日（金）まで、電離放射線健康診断結果報告

書の e-Gov 電子申請を停止しますので、現行の様式により電子申請する場合は、同年３月

２５日（木）までに申請してください。 

  令和３年３月２６日以降に現行の様式で提出する場合は、同年３月３１日（水）までに

郵送等により提出してください。 
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坑内におけるラドンガス

１　□□□で表示された枠（以下「記入枠」という。）に記入する文字は、光学的文

　字読取装置（ＯＣＲ）で直接読み取りを行うので、この用紙は汚したり、穴をあけ

  たり必要以上に折り曲げたりしないこと。

２　記載すべき事項のない欄又は記入枠は、空欄のままとすること。

３　記入枠の部分は、必ず黒のボールペンを使用し、様式右上に記載された「標準字

　体」にならつて、枠からはみ出さないように大きめのアラビア数字で明瞭に記載す

　ること。

４　「対象年」の欄は、報告対象とした健康診断の実施年を記入すること。

５　１年を通し順次健診を実施して、一定期間をまとめて報告する場合は､「対象年｣

　の欄の（　月～　月分）にその期間を記入すること。また、この場合の健診年月日

　は報告日に最も近い健診年月日を記入すること。

６　「対象年」の欄の（報告　回目）は、当該年の何回目の報告かを記入すること。

７　「事業の種類」の欄は、日本標準産業分類の中分類によつて記入すること。

８　「健康診断実施機関の名称及び所在地｣の欄は､健康診断を実施した機関が２以上

　あるときは、その各々について記入すること。

９　「在籍労働者数｣､「従事労働者数」及び「受診労働者数」の欄は、健診年月日現

　在の人数を記入すること。なお、この場合、「在籍労働者数」は常時使用する労働

　者数を、「従事労働者数」は放射線業務に常時従事する労働者数をそれぞれ記入す

　ること。

10　「有所見者数」の欄は、各健康診断項目の有所見者の合計ではなく、健康診断項

目のいずれかが有所見であつた者の人数を記入すること。
11　「線源の種類」の欄は、別表を参照して、該当コードを全て記入し、()内には具
　体的内容（種類別）を記載すること。なお、該当コードを記入枠に記入しきれない
　場合には、報告書を複数枚使用し、２枚目以降の報告書については、該当コード及
　び具体的内容のほか「労働保険番号｣､「健診年月日」及び「事業場の名称」の欄を

　記入すること。

12　線量による区分は、今回の健康診断を行つた日の属する年の前年一年間に受けた

　線量によつて行うこと。
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